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１【提出理由】

平成26年６月20日開催の当社第88期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも

のであります。
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２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日　　平成26年６月20日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金10円

第２号議案　持株会社体制への移行に伴う当社子会社との吸収分割契約承認の件

平成27年４月１日をもって、当社100％子会社である７社に対し、吸収分割の方法により当社の事業

を承継させ持株会社体制へ移行する。

第３号議案　持株会社体制への移行に伴う定款一部変更の件

持株会社体制への移行に伴い、現行定款第１条（商号）及び第３条（目的）につき所要の変更を行

うとともに、本変更の効力発生日に関する附則を設ける。

第４号議案　取締役８名選任の件

取締役として、牛久保雅美、早川芳正、山本満也、髙橋貢、マーク ウルフィグ、西勝也、

多田勇夫及び尾﨑英外の各氏を選任する。　

第５号議案　当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

平成23年６月23日開催の当社第85期定時株主総会において継続の承認をされた「当社株式の大量取

得行為に関する対応策（買収防衛策）」を継続する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 103,753 67 0 (注)１ 可決（99.94%）

第２号議案 103,712 105 0 (注)２ 可決（99.90%）

第３号議案 103,672 145 0 (注)２ 可決（99.86%）

第４号議案    (注)３  

　牛久保　雅美 102,751 1,070 0  可決（98.97%）

　早川　芳正 103,380 423 18  可決（99.58%）

　山本　満也 103,397 424 0  可決（99.59%）

　髙橋　　貢 103,380 423 18  可決（99.58%）

　マーク　ウルフィグ 103,333 470 18  可決（99.53%）

　西　　勝也 103,389 414 18  可決（99.58%）

　多田　勇夫 103,373 430 18  可決（99.57%）

　尾﨑　英外 100,741 3,080 0  可決（97.03%）

第５号議案 76,059 27,760 0 (注)１ 可決（73.26%）
 

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。
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(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の

確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

　以上
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